
 令和元年度第２回取手・竜ケ崎地域医療構想調整会議次第 

 

 

日時：令和元年１０月４日（金） 

            午後１時～ 

                                       場所：茨城県竜ケ崎保健所大会議室 

 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ及び自己紹介 

 

３ 議 事 

 

（１）東京医科大学茨城医療センター公的医療機関等 2025 プラン策定 

（２）外来医療計画の策定について 

 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 



【 東京医科大学茨城医療センター 】公的医療機関等 2025 プラン 概要版 

項目 
 

内容  

１基本情報 ①病床数（2019 年 8 月 1日現在） 

  許可病床数（ 501 床） 稼働病床数（ 398 床） 
 

 病床の種別 一般病床 一般病床 
 

 病床機能別 高度急性期、急性期、回復期 高度急性期、急性期、回復期 
 

     

 ②医師・看護師数（2019 年 8月 1 日現在） 

  医師数 常勤 117 名 非常勤 38 名  

  看護師数 常勤 463 名 非常勤 24 名  
    

２自施設の

現状 

①当院の担う機能 

 2 次救急医療（地域 MC中核施設）、地域がん診療連携拠点病院、 

 肝疾患診療連携拠点病院、地域医療支援病院 等 

 ②診療実績（令和元年度（4月－7月）） 

 届出入院基本料 一般病棟入院基本料 1 平均在院日数 13.0 日 病床稼働率 90.0％  
     

３自施設の

課題 

・非稼働病床の稼働検討 

・更なる高度急性期病棟の確保 

・高齢者救急の対応（複数疾病を持つ高齢者への対応） 

・医師の働き方改革実施のための医師数の確保 

４今後の方

針 

①地域において今後担うべき役割 

・大学病院の分院であり医育機関としての役割も担っているため、医師をはじめとする

医療従事者（地域の救命士等も含む）の育成、教育を充実させ、優秀な人材を地域に

供給し続けること。また、医育機関として、質の高い様々な分野の研修を企画し、生

涯教育として、地域の医療従事者の質の向上、維持に寄与すること。 

・医師の働き方改革を実現しつつ、今まで以上に救急医療体制を充実させ、高齢者救急

患者の多様なニーズに応え、地域住民が安心して暮らせる地域づくりに貢献してい

く。 

②今後持つべき病床機能 

・非稼働病床数の再稼働を検討（高度急性期、急性期） 

・高度急性期としてハイケアユニット体制の確立 
５具体的な

計画 

①４機能ごとの病床の在り方について 

  現在（本プラン策定時）  将来（2025 年度）  

 高度急性期 8  16  

 急性期 351  379  

 回復期 39 → 39  

 慢性期 0  0  

 （合計） 398  434  
 

②診療科の見直しについて 

 現在（本プラン策定時）  将来（2025 年度）  

  維持  →   

  新設  →   

  廃止  →   

  変更・統合  →   
       

 

（様式） 

1



2 

 

（別添） 

 

 

 

 
東京医科大学茨城医療センター 

公的医療機関等2025プラン 

 

 

 

 
令和元年 ８月 策定 
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【東京医科大学茨城医療センターの基本情報】 

 

医療機関名：東京医科大学茨城医療センター 

 

開設主体：学校法人 東京医科大学 

 

所在地：茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1 

 

 

許可病床数： 501床 

（病床の種別）一般病床 501床 

 

（病床機能別）高度急性期 8床、急性期 454床、回復期 39床 

 

 

稼働病床数： 398床 

（病床の種別）一般病床 398床 

 

（病床機能別）高度急性期 8床、急性期 351床、回復期 39床 

 

 

診療科目：内科、呼吸器内科、消化器内科、代謝・内分泌内科、腎臓内科、脳神経内科、 

     精神科、呼吸器外科、循環器内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、 

     整形外科、脳神経外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、 

     耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、 

     病理診断科 

 

 

職員数（2019年8月1日現在） 

 ・ 医師   ： 155名 

 ・ 看護職員 ： 487名 

 ・ 専門職  ： 198名 

 ・ 事務職員 ：  98名 
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【１．現状と課題】 

 

① 構想区域の現状 

 

1）人口動態 

・取手・竜ケ崎構想区域の2025年に予想される総人口は448,887 人となる。2015年と比較 

すると21,141人減少するが、65歳以上の人口は142,011人であり、同16,182人の増加が見

込まれる。また75歳以上の人口も82,514人であり、同31,197人増加することが見込まれ

る。 

・今後、医療需要が増加する75歳以上の高齢者の急増に対応した医療提供体制を整備する 

必要がある。 

 

 

 

 
 

 

 

 

2）病院病床数の現状 

  ・取手・竜ケ崎構想区域の人口10万人当たりの一般病床数（病院分）、DPC算定病床は県内 

で中間の位置になっている。しかし、人口10万人当たりの療養病床数（病院分）は県内

で低い水準となっている。 

 

 

 

 
 

 

 

 

将来人口推計（2015－2040 年） （単位：人） 

病院病床数の状況 
（単位：床） 
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3）5疾病5事業に係る医療提供体制 

  ・取手・竜ケ崎構想区域は、脳卒中の急性期医療の対応体制について、全国平均、茨城県

平均を上回っており、充実している。ハイリスク分娩の対応体制については、茨城県平

均を大幅に下回り、不足している。その他の医療機能については、茨城県平均とほぼ同

等の水準となっている。なお、3次救急への対応体制については、出典のデータベースに

データが存在していないため、非表示となっている。 

 

 

 

 
 

 

 

5 疾病 5事業に係る医療提供体制 
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② 構想区域の課題 

 

1）2025 年における必要病床数 

 ・必要病床数の推計結果 

  取手・竜ケ崎構想区域の 2025 年の医療需要をみると、高度急性期病床が 2014 年の病床

機能報告における病床数の約 19 倍程度（307 床）、回復期病床が現状の約 3 倍程度

（1,242 床）必要になる。 

 

 

 
 

 

 
 

2）必要病床数の推移と許可病床数との関係 

・取手・竜ケ崎構想区域における必要病床数は 2025 年に 3,704 床となった後、2035 年に

ピーク（4,026 床）に達する。 

 

 

 

 

2025 年における医療需要の推計結果（医療機関所在地ベース） 

2015 年度病床機能報告書制度結果 

必要病床数の推移と許可病床数との関係 
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③ 自施設の現状 

 

1）東京医科大学茨城医療センターの理念及び基本方針 

【理念】 

当院は、校是の「正義・友愛・奉仕」の精神に基づき、患者さま中心の医療を推進致し 

ます。 

【基本方針】 

1．患者さまの権利を尊重します。 

2．医療サービスの向上を図り、患者さまに安全な医療を提供します。 

3．十分な説明と同意のもとに医療を行います。 

4．地域との連携を密にし、地域における医療、保健、福祉を支援します。 

5．人間性豊かで信頼される医療人を育成します。 

【臨床における倫理方針】 

患者さまの権利を尊重し、最善の医療の提供と医療の進歩に貢献します。 

1．当院が定める『患者さまの権利』を遵守します。 

2．生命の尊厳に関する倫理的な問題を含む医療行為は、病院内の会議で審議を行い、審

議結果に沿った医療を提供します。  

1 安楽死、尊厳死、ターミナルケア、延命治療など 生命の尊厳に関する問題 

2 患者さまの信条と医療行為の妥当性に関する問題  

3．医療の進歩に必要な研究は、ヘルシンキ宣言を遵守し実施します。 

 

 2）診療実績 

 

 平成 30 年度 

届出入院基本料 一般病棟入院基本料 1 

平均在院日数 12.8 日 

病床稼働率 92.4％ 

紹介率 67.5％ 

逆紹介率 56.1％ 

手術件数 3,824 件 

手術室稼働率 （実稼働日 8.25 時間あたり）54.8％ 

救急車搬送件数 3,701 件 

応需率 82.3％ 

入院延患者数 107,814 名 

外来延患者数 245,365 名 

 

 3）職員数（2019年8月1日現在） 

・ 医師   ： 155名 

・ 看護職員 ： 487名 

・ 専門職  ： 198名 

・ 事務職員 ：  98名 

 

 4）特徴 

   ・4機能のうち急性期が中心 
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5）政策医療 

  ・救急告示病院（2次救急医療機関、稲敷地区メディカルコントロール協議会中核施設） 

・地域がん診療連携拠点病院 

・肝疾患診療連携拠点病院 

  ・地域医療支援病院 

  ・5 疾病 5事業の対応 

５
疾
病 

がん ・地域がん診療連携拠点病院 

脳卒中 ・SCU 全日当直対応で、t-PA 治療が 24 時間可能 

急性心筋梗塞 ・CCU 全日当直対応で、PCI が 24 時間可能 

糖尿病 ・糖尿病学会認定施設 

・地域の糖尿病診療の質の向上のため、近隣医療機関との定

期的なカンファレンス活動を展開 

精神疾患 ・精神科病棟は設置していないが常勤医師を配置 

５
事
業 

救急医療 ・2次救急医療を担っているが、3次救急医療に近い体制を

整えている。（2.5 次救急医療） 

 ①脳卒中、急性心筋梗塞、消化管救急（吐下血）を含み、

心臓血管外科医の対応が必要な疾患を除く、一刻を争う

重篤な救急患者に 24 時間対応可能 

②複数医師（内科系、外科系、ICU、CCU、ストロークの最

少５名の医師）による当直体制 

災害医療 ・ヘリポート設置有り 

・災害透析基幹病院（土浦、潮来、鉾田保健所管轄内） 

・災害拠点病院の承認要件を満たせる体制を整備中 

周産期医療 ・周産期救急医療協力病院 

小児救急医療を含

む小児医療 

・小児救急医療稲敷地区輪番制による小児救急受入 

 

 6）非稼働病床（2019 年 8 月 1 日現在） 

  ・許可病床数 501 床、稼働病床 398 床、非稼働病床 103 床 

 

 7）外来診療 

  ・医師の施設間異動（東京医科大学病院（新宿）、東京医科大学八王子医療センター(分院)）

に伴い、感染症科及び総合診療科の常勤医師不在のため診療日の減少 

 

④ 自施設の課題 

・非稼働病床の稼働検討（4機能の対応検討又は減床を検討） 

 ・非稼働病床だけではなく、病院全体で病棟再編を含め4機能の割合を検討 

 ・複数臓器に障害をもつことの多い高齢者救急患者は、多臓器障害を呈することが多く、一

般の急性期病棟での対応は困難なことが多いため、更なる高度急性期病棟の確保が必要 

・不応需の要因で「ベッド満床」が1番多く3割を超えているため解消に努める 

 ・75歳以上の医療需要の伸び率が、2015年と比較すると2025年には約1.6倍に増加するため高 

齢者医療提供体制の整備が急務 

 ・高齢者救急の対応（複数疾病を持つ高齢者への対応） 

 ・感染症科及び総合診療科の常勤医師の配置及び充実した診療日の再開 

 ・医師の働き方改革実施のための医師数の確保 
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【２．今後の方針】 ※ １．①～④を踏まえた、具体的な方針について記載 

 

①  地域において今後担うべき役割 

・大学病院の分院であり医育機関としての役割も担っているため、医師をはじめとする医療

従事者（地域の救命士等も含む）の育成、教育を充実させ、優秀な人材を地域に供給し続

けること。また、医育機関として、質の高い様々な分野の研修を企画し、生涯教育として、

地域の医療従事者の質の向上、維持に寄与すること。 

・医師の働き方改革を実現しつつ、今まで以上に救急医療体制を充実させ、高齢者救急患者

の多様なニーズに応え、地域住民が安心して暮らせる地域づくりに貢献していく。 

・地域がん診療連携拠点病院及び肝疾患診療連携拠点病院として、役割を十分に果たすべく

それぞれの患者への医療提供の充実を図る。 

・地域医療支援病院としての役割を果たす。（紹介・逆紹介） 

・地域包括ケアシステムに伴う、地域包括ケア病棟の活用の充実。 

（ポストアキュート（急性期からの受入れ）及びサブアキュート（緊急及び介護から受入

れ）の充実） 

・メカニカルサポートとして持続血液透析やECMO、PCPS、IABPを行える現状のICU8床は、構

造上増床は不可能なので、新病棟改築時にICU増床を予定する。現状では、救急病床として

利用している東2階病床を、看護単位を変更しHCUとして機能させより多くの重症患者管理

を行えるようにして、高齢者救急患者の収容に備える。 

 

 

②  今後持つべき病床機能 

・非稼働病床の再稼働を検討（高度急性期、急性期） 

・高度急性期としてハイケアユニット体制の確立 

 

 

③  その他見直すべき点 

 

 ・応需率向上について 

茨城県救急医療情報システムを有効に用い、受入れ可能な診療科（専門医の有無）・病態

を常に最新情報に変更できる体制にするとともに、救急車受入れ状況、不応需情報が医療

施設毎に確認できることを院内で共有する。特に通常勤務帯は近隣医療施設よりも医師数

が多いこと、時間外も5名体制を敷いている医療機関は多くないことを再認識させ、協力し

て救急患者対応を行うことで不応需を減らすことが可能になることを啓発していく。 

当院が3次救急医療機関ではないが、脳卒中、急性心筋梗塞、消化管緊急、敗血症性ショ

ック等一刻を争う救急疾患に対応できる施設であり、重症＝救命センターという都会的な

考え方とは異なる茨城県内の救急事情を、新宿から短期間ラウンドしてくる医師に理解さ

せ、救急隊にも情報提供していく。 

・災害拠点病院について 

   東日本大震災時には、透析患者の受入れや他病院からの入院患者を受け入れた実績があ

る。当院としては、簡易ベッドの確保と医療救護チームの派遣に必要な緊急車輛（応急用

医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能）の確保を予定し

ており、災害拠点病院を取得すべく準備を進める予定。 

 ・高齢者への対応として、認知症や、複数疾病を持つ高齢者の受入れ体制の見直し。 

 ・医師確保に向け、法人本部へ働きかけていく。 
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【３．具体的な計画】 ※ ２．①～③を踏まえた具体的な計画について記載 

 

① ４機能ごとの病床のあり方について 

 

 ＜今後の方針＞ 

 平成30年度病床機能報告時 

（2018年10月1日） 

 現在（病棟再編時） 

（2018年12月1日） 

 将来 

（2025年度） 

高度急性期 8  8 

→ 

16 

急性期 341  351 379 

回復期 40 → 39 39 

慢性期 0  0 0 

（合計） 389  398 434 

 

 

 ＜年次スケジュール＞ 

 
取組内容 到達目標 

（参考） 

関連施策等 

2017年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度 

 

 

 

病棟再編 

 

 

地域医療連携の強化 

 

 

 

稼働病床389床⇒398床 

病床稼働率93％（実績92.4％） 

 

紹介率65％以上、逆紹介率40％

以上 

 

2019～2020

年度 

 

 

地域医療支援病院承認 

地域医療連携の強化 

 

急性期医療 

 

  

紹介率70％、逆紹介率50％ 

 

 

高度急性期、急性期の維持 

病床稼働率93.0％ 

 

 

2021～2023

年度 

 

 

高度急性期医療 

 

急性期医療 

 

 

 

地域包括ケア病棟 

 

 

ハイケアユニット体制確立 

 

高度急性期、急性期の維持 

病床稼働率93％ 

紹介率70％、逆紹介率60％ 

 

レスパイト受入れ増加 

 

 

第

７

次

医

療

計

画 

第７期 

介護保険 

事業計画 

２
年
間
程
度
で 

集
中
的
な
検
討
を
促
進 

第８期 

介護保険 

事業計画 
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② 診療科の見直しについて 

 検討の上、見直さない場合には、記載は不要とする。 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（本プラン策定時点） 

 将来 

（2025年度） 

維持 

 

→ 

 

新設  → 

 

廃止 

 

→  

変更・統合 

 

→ 

 

 

 

③ その他の数値目標について 

 

医療提供に関する項目 

・ 病床稼働率  ： 93％ 

・ 紹介率    ： 70％ 

・ 逆紹介率   ： 60％ 

・ 手術件数   ： 3,900件 

・ 手術室稼働率 ： 60％（実稼働日8.25時間あたり） 

・ 救急車搬送件数：  4,000件 

・ 応需率        ：  90％ 

経営に関する項目＊ 

・ 人件費率： 

・ 医業収益に占める人材育成にかける費用（職員研修費等）の割合： 

 その他： 

 

＊地域医療介護総合確保基金を活用する可能性がある場合には、記載を必須とする。 

 

【４．その他】 

（自由記載） 

 

 

 



 
外来医療計画の策定について 

１ 策定趣旨 
○ 外来医療については，無床診療所の開設状況が都市部に偏っており，また，医療機関の連携

の取組が自主的な取組に委ねられていること等の状況。 
○ 今般の医師確保計画の策定に係る医師偏在指標の設定に伴い，地域ごとの外来医療機能の偏

在・不足等の客観的な把握も可能となることを受け，この情報を可視化して提供することで，

個々の医師の行動変容を促し，偏在是正を推進。 
◯ さらに，地域における救急医療体制の構築，グループ診療の推進，医療設備・機器等の共同

利用等の機能分化・連携の方針等について協議を行い地域ごとに方針を決定。 
↓ 

・医療法に規定する医療計画に定める事項として「外来医療に係る医師提供体制の確保に関す

る事項」を追加（第 30条の 4第２項第 10 項） 
・外来医療に関する協議は二次医療圏単位で行い，医療計画に盛り込む。 
 

（医療計画への位置づけ（医療計画への盛り込み方）） 

第７次茨城県保健医療計画（2018 年～2023 年の６か年） 

 ○各 論 

第１章 県民の命を守る地域医療の充実 

第２節 医療体制の確立 

    追加 １２ 外来医療  
 
２ 外来医療計画に盛り込む事項 

協議事項 （参考）関係課 

(1)  外来医療機能に関する情報の可視化，新規開業者等への情報提供 
二次医療圏ごとの外来医師偏在指標を用いて外来医師多数区域を設

定。また，可視化された情報を新規開業者等に提供し，外来医師多数区
域においては，不足する医療機能を担うよう要請。 
（※現時点では本県内には外来医師多数区域なし） 

医療人材課 
医療政策課 

(2)  現時点で不足している外来医療機能に関する検討 
① 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制 
② 在宅医療の提供体制 等 

 ＜検討内容＞ 
・ 外来医療提供体制の現状と将来目指すべき姿の認識共有 
・ 外来医療提供体制の対策を実施する上での課題の抽出 
・ 地域での機能分化，連携等の方策について議論 
・ 地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業 

①医療政策課 
②健康・地域ケ

ア推進課 

(3)  医療機器の効率的な活用に係る計画の策定 
地域の医療ニーズを踏まえた地域ごとの医療機器の配置状況を可視

化する指標を作成し，地図情報として可視化して新規購入希望者に情報
提供。また，共同利用の方針・共同利用計画を策定。 

 ＜盛り込む事項＞ 
  ・ 医療機器の配置状況に関する指標 
  ・ 医療機器の保有状況等に関する情報 
  ・ 共同利用の方針 
  ・ 共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス 

保健所 

 
３ 計画の検討・策定体制，スケジュール 
 ○ 現時点で不足している外来医療に関する検討（上記２(2)に関ること。）及び医療機器の効率

的な活用に係る計画の策定（上記２(3)に関すること。）は，保健所が関係課と連携しながら，

地域医療構想調整会議において協議を行い，結果を素案として取りまとめる。 

 ○ 外来医療機能に関する情報の可視化，新規開業者等への情報提供(上記２(1)に関すること。) 

に係る素案の作成及び外来医療計画全体の取りまとめは，医療政策課が行う。 

 ○ 保健所で取りまとめた素案は，10月末日までに医療政策課へ提出。 
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外来医療計画の骨子（案）※１ 
章 節 項目名 内容（記載事項）※４ 執筆担当 

Ⅰ総

論 
 

外来医療計画に関す

る協議の場設置等 

○外来医療計画に関する協議の場設置や外来医療計画の実行について記載。 

・協議の場として地域医療構想調整会議を活用する旨 

・計画の進め方，進行管理の仕方 等 

医療政

策課 

Ⅱ各

論 

１新規開

業者等に

対する情

報提供 

(1)外来医師偏在指標

等 

○外来医療機能の偏在を可視化。 

 ・二次医療圏ごとに外来医師偏在指標の設定 

(2)外来診療に関する

情報※２ 

○新規開業者に対して情報提供する内容について記載。 

 ・地域で不足する外来医療機能 

・新規開業時に地域医療構想調整会議において協議するプロセス 

 ・新規開業時における協議結果の公表の仕方 

 ２地域で

不足する

外来医療

機能※３ 

( 1 )現状と課題※５ ○地域の外来医療に係る医療提供体制を俯瞰し，初期救急医療や在宅医療※５に関す

る提供体制など地域において不足する外来医療機能について記載。 

＜初期救急医療のポイント＞ 

・高次救急医療機関の負担軽減 

・診療時間の延長と診療科目の充実 

・在宅当番医制に参加する医療機関の拡充 

＜在宅医療のポイント＞ 

・人口10万人当りの在宅医療に取組む医療機関が少ない。 

 →医師会等と連携した医療機関に対する参入の働きかけが必要 

 →24時間365日切れ目なく医療を提供することが困難 

・人口10万人当りの訪問看護ステーションが少ない。 

 →訪問看護ステーションの業務の効率性等による機能強化が必要 

・家族の介護にかかる負担が大きい。 

→医療依存度の高い疾病や状態の利用者を受け入れるショートステイ等の増  

・在宅医療の理解度不足 

→在宅医療の理解促進や不安感の解消 

保健所 

 (2)将来目指すべき姿 ○外来医療のあるべき姿について記載。  

 (3)方策  

 ①初期救急医療 ○地域の初期救急医療体制をどのように構築していくかを記載。 

＜ポイント＞ 

・休日夜間急患センターなどの共同運用 

・近隣の市郡医師会が連携した在宅当番医制の実施 

・高次医療機関内に医師会等の協力による初期救急医療部門を併設した体制の整備 

・高次の救急医療を必要とする場合における高次医療機関との連携体制の構築 等  

 ②在宅医療 ○地域の在宅医療をどのように推進していくかを記載。 

＜ポイント＞ 

・グループ診療の拡大 

・多職種連携の核となる医療機関のグループ化の推進 

・ＩＣＴを活用した訪問看護の効率化を推進 

・介護職員に対し，必要な知識や技術の習得のための研修の実施 

・県医師会との連携による在宅医療の普及・啓発や，市町村や郡市医師会による 

地域住民への在宅医療の理解促進の取組を推進 

 ④その他 ○上記以外に地域において不足する外来医療機能があれば，適宜記載。 

 ３医療機

器の効

果的な

活用※３ 

(1)医療機器の配置，

保有状況に関する

情報 

○医療機器の配置状況を可視化。 

 ・医療機器の項目ごとに配置状況に関する指標の設定 

 ・医療機器の保有状況等に関する情報 

・医療機器を有する医療機関を地図上にマッピング 

 

(2)共用利用の方針 ○医療機器の共同利用に関する方針を記載。 

＜ポイント＞ 

 ・医療機器の項目ごとに共同利用の方針を定める。 

(3)共同利用計画の記

載事項とチェック

のためのプロセス 

○共同利用計画に記載する事項及び共同利用計画をチェックするためのプロセスを記載。  

＜ポイント＞ 

  ・共同利用計画の記載事項及び地域医療構想調整会議における確認・協議等共

同利用計画をチェックするためのプロセスを決める。 

※１ 国から外来医療計画に係る骨子が示されていないため，医療政策課が作成。 
※２ 県内の二次医療圏の中に外来医師多数区域がある場合のみ盛り込む。 

※３ 二次医療圏ごとに作成。 

※４ 検討，執筆の参考であるため，地域医療構想調整会議における協議結果を踏まえて素案を作成する。 

※５ 初期救急医療及び在宅医療の提供体制については，全ての二次医療圏（地域医療構想調整会議）において協議し，協議結果を踏ま

えて素案を作成する。 
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                                                     素案 

２ 地域で不足する外来医療機能 

 

(2) 二次医療圏の状況 

○取手・竜ケ崎医療圏 

ア 現状と課題 

(ア)通院外来 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○医療資源 

・病院・診療所の医師数は全国平均より少ない。 

[10 万人あたり医師数（病院/診療所）全国 158 人/80 人，茨城 120 人/57 人，取手・竜ケ崎 104 人/56 人] 

・病院数・診療所数は全国平均より少ない。 

[人口 10 万人あたり医療施設数（病院/診療所）全国７/77，茨城６/58，取手・竜ケ崎５/55] 

・診療時間外の外来医療を提供する病院数は全国平均とほぼ同じであるが，診療所数は全国平均より少ない。 

[人口 10 万人あたり時間外等外来施設数（病院/診療所）全国５/27，茨城５/19，取手・竜ケ崎４/19] 

  

○通院外来患者 

・病院における患者数は全国平均とほぼ同じであるが，診療所における患者数は全国平均より少ない。 

[人口10万人あたり通院外来患者延数（病院/診療所）全国24569人/74901人，茨城25590/61124，取手・竜ケ崎25826人/57769人] 

・診療所数あたりの患者数，診療所医師数あたりの患者数は全国平均とほぼ同じ。 

[診療所あたり通院外来患者延数 全国978人，茨城1062人，取手・竜ケ崎1058人] 

[診療所医師数あたり通院外来患者延数 全国934人，茨城1065人，取手・竜ケ崎1026人] 

 

○時間外等外来 

・病院において診療時間外に外来医療を受ける患者数は，全国平均よりわずかに多いが，診療所において時間外に外来医療を受け

る患者数は，全国平均の半数に満たない。 

[人口10万人あたり時間外等外来患者（病院/診療所）全国649人/772人，茨城648人/461人，取手・竜ケ崎749人/346人] 

・診療時間外に外来医療を提供する診療所あたりの患者数は，全国平均の６割程度と少ない。 

   [時間外等外来実施診療所数でみた時間外等外来患者延数 全国：29人，茨城25人，取手・竜ケ崎19人] 

・茨城県の診療時間外に外来医療を受ける患者のうち７割が初期救急医療（救急車によらず自力で来院する軽度の救急患者への 

診療時間外における外来医療）を受ける患者。 

[一日の救急患者数（推計値） 診療時間外に外来を受診0.7千人うち徒歩や自家用車等による来院0.5千人] 

 

○初期救急医療体制 

・取手北相馬休日夜間緊急診療所が開設。 

・龍ケ崎市，牛久市，稲敷市，阿見町，美浦村，河内町において，在宅当番医制を実施。 

・初期救急医療機関を受診する救急患者はやや増加。 

[（H25）16,944人→(H29)17,851人]  

・在宅当番医制の参加医師はやや減少。 

 [（H25）107人→(H30)106人] 

 

・医師数，医療機関数ともに全国平均より少なく，構想区域内において医療資源に偏在があります。 

・診療時間外の外来医療を提供する診療所数は全国平均より少なく，病院医師数 489 人に対して診療所医師数は 264 人と，診療所医

師が少ない状況であります。また，市町村における医師数に格差があります。 

・高齢化により医療需要が増えるなかで，在宅医療を担う若い医師が増えてこない状況であり，人材確保及び育成の強化，病診連携

に取組み，従事者の負担軽減を図る必要があります。 

・診療所において時間外に外来医療を受ける患者が少なく，病院医師の負担が大きくなる状況にあり，医師不足の問題もあることか

ら，診療事体の継続が困難になるおそれがあります。 

・救急医療については，比較的軽症な患者が二次・三次救急を担う病院を受診する機会が増え，重症患者対応に支障をきたすおそれ

があり，住民の理解を求める啓発活動及び初期救急医療体制の確保を図る必要があります。 
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（イ）在宅医療 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

 

 

 

 

 

 

イ 将来目指すべき姿 

 

 

 

 

 

 

ウ 方策 

（ア）初期救急医療 

 

 

 

 

 

(イ) 在宅医療  

 

・在宅医療を支える主な医療機関等の施設数は，在宅療養後方支援病院 2 箇所，在宅療養支援病院（機能強化型）2 箇所，在宅療養

支援病院（従来型）5箇所，在宅療養支援診療所（機能強化型）10 箇所，在宅療養支援診療所（従来型）23 箇所，訪問看護事業所

28 箇所という状況である。 

・在宅医療の提供状況としては，龍ケ崎市所在の医療機関が市内及び近隣市町村に提供しており，一方，取手市・稲敷市・河内町は

県外所在の医療機関から提供を受けている。 

・人口 10 万人あたり訪問診療患者数は，全国平均(1,121 人)の約 4割(436 人)，県平均(660 人)の約 6割(436 人)である。往診患者数

は，全国平均（167 人）の約 3割（47 人），県平均(98 人)の約 5割（47 人）である。 

・訪問診療患者の対応割合は，全国平均及び県平均（病院：約 1 割，診療所：約 9 割）がほぼ同じ割合に対し，訪問診療患者は病院

の割合が約 2割，往診患者の割合は，全国平均及び県平均と同じである。 

・人口 10 万人あたり訪問診療医療施設数及び往診医療施設数は，全国平均(19 施設，18 施設)の約 6割(12 施設，11 施設)であるが，

県平均（11 施設，10 施設）とほぼ同じである。 

・実診療所数でみた 1 医療機関あたりの訪問診療患者数及び往診患者数は，全国平均(59 人，9 人)及び県平均(62 人，10 人)の約 6

割(36 人，5人)である。 

・２４時間３６５日切れ目なく医療を提供する在宅医療には負担が大きく，医師会等と連携した診療所等に対する参入の働きかけや， 
在宅医療を支える多職種の連携強化など，在宅医療の提供基盤の強化が必要となっています。 

・在宅医療に対する理解度促進や不安感の解消には，市町村と連携し，医療・介護職を含めた県民に対する在宅医療の普及啓発が必 
要です。 

・高齢者のみならず，病気や障害を持つ小児・若年層や難病患者，あるいは通院が困難な患者等，あらゆる年代の人たちが安心して 
住み慣れた場所で自分らしい生活を送るために，疾病構造の変化や高齢化，ＱＯＬ（生活の質）の向上を重視した医療の提供とと 
もに，医療・介護・福祉が連携し，実情に応じた包括的かつ継続的なサービスの提供を進めることとします。 

・地域密着型の医療であることから，市町村が中心となり地域のニーズに応じた体制の整備（診療時間の延長と診療科目の充実等） 
と，在宅当番医制に参加する医師の数が減らないよう，医師の勤務環境の改善及び医療の機能分化・医療機関の連携を推進します。 

・在宅医療の提供体制を整備するには，診療所等の医師不在時の場合等にも対応できるグループ診療の拡大を図り，２４時間体制の 
構築を支援します。 

・在宅医療を推進していくために，市町村や郡医師会による地域住民への在宅医療の理解促進の取組を推進します。 
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市町村別外来医師偏在指標

区域
標準化診療所医

師数
地域の人口
（１０万人）

昼夜間人口比
地域の標準化外
来受療率比

地域の診療所外
来患者対応割合

外来医師偏在指標

守谷市 52 0.6692 0.8719 0.9463 0.69179 137.2324

土浦市 128 1.4302 1.0056 0.9904 0.66664 134.7039

つくば市 198 2.3036 1.0389 0.8745 0.72904 129.5192

水戸市 235 2.7324 1.0302 0.9703 0.67874 126.8295

龍ケ崎市 51 0.7786 0.8719 1.0262 0.69179 106.6845

牛久市 56 0.8526 0.8719 1.0422 0.69179 105.3359

高萩市 21 0.2923 1.0308 1.0574 0.68034 95.0265

結城市 36 0.5257 0.9421 1.0281 0.75232 93.0949

古河市 87 1.4448 0.9578 0.9998 0.70796 88.4719

筑西市 69 1.0601 0.9421 1.0439 0.75232 88.3247

阿見町 26 0.4751 0.8719 1.0405 0.69179 87.9051

境町 15 0.2532 0.9578 1.0077 0.70796 86.3673

ひたちなか市 91 1.5957 0.9306 0.9850 0.78584 79.5367

取手市 58 1.0805 0.8719 1.1293 0.69179 79.4430

鹿嶋市 34 0.6806 0.9956 1.0147 0.67659 73.8361

那珂市 31 0.5523 0.9306 1.0691 0.78584 72.9274

日立市 94 1.8239 1.0308 1.0283 0.68034 71.5919

石岡市 38 0.7606 1.0056 1.0407 0.66664 71.0080

大洗町 9 0.1720 1.0302 1.0424 0.67874 70.9103

潮来市 14 0.2864 0.9956 1.0457 0.67659 68.1018

神栖市 36 0.9535 0.9956 0.9134 0.67659 61.8876

下妻市 19 0.4433 0.9421 1.0040 0.75232 61.3704

桜川市 19 0.4299 0.9421 1.0753 0.75232 59.0800

かすみがうら市 17 0.4241 1.0056 1.0050 0.66664 58.9939

常総市 28 0.6404 1.0389 0.9909 0.72904 58.4445

坂東市 22 0.5506 0.9578 1.0098 0.70796 58.1303

笠間市 32 0.7697 1.0302 1.0250 0.67874 57.3067

常陸大宮市 19 0.4286 0.9306 1.1470 0.78584 53.6844

行方市 14 0.3569 0.9956 1.0798 0.67659 52.9177

茨城町 12 0.3300 1.0302 1.0388 0.67874 49.4567

利根町 6 0.1654 0.8719 1.2319 0.69179 49.2117

つくばみらい市 18 0.5159 1.0389 0.9661 0.72904 47.8327

北茨城市 15 0.4421 1.0308 1.0474 0.68034 45.3099

鉾田市 15 0.4974 0.9956 1.0495 0.67659 41.8588

稲敷市 12 0.4212 0.8719 1.1376 0.69179 41.8523

小美玉市 15 0.5175 1.0302 0.9815 0.67874 41.7295

常陸太田市 18 0.5302 0.9306 1.1611 0.78584 40.6143

城里町 6 0.2003 1.0302 1.0802 0.67874 39.1821

東海村 10 0.3841 0.9306 0.9822 0.78584 36.8232

五霞町 2 0.0874 0.9578 1.0574 0.70796 31.7895

大子町 5 0.1774 0.9306 1.2832 0.78584 30.5015

八千代町 4 0.2272 0.9421 1.0131 0.75232 24.9773

美浦村 2 0.1569 0.8719 1.0570 0.69179 20.1592

河内町 1 0.0910 0.8719 1.1927 0.69179 15.3913

（参考）

土浦医療圏 182 2.6150 1.0056 1.0074 0.66664 103.3143

つくば医療圏 244 3.4599 1.0389 0.9097 0.72904 102.2551

水戸医療圏 308 4.7219 1.0302 0.9925 0.67874 94.0586

取手・竜ケ崎医療圏 266 4.6904 0.8719 1.0644 0.69179 88.3747

古河・坂東医療圏 126 2.3360 0.9578 1.0052 0.70796 78.8282

筑西・下妻医療圏 148 2.6862 0.9421 1.0367 0.75232 74.8508

日立医療圏 129 2.5583 1.0308 1.0349 0.68034 69.7314

常陸太田・ひたちなか医療圏 176 3.6683 0.9306 1.0561 0.78584 62.0240

鹿行医療圏 113 2.7749 0.9956 0.9977 0.67659 60.5147
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北茨城市 

つくば市 

龍ケ崎市 

阿見町

河内町 

東海村

土浦市 

結城市 

美浦村 

五霞町 境町 

石岡市

坂東市 

牛久市

笠間市

古 河 市

筑西市 

下妻市 

高萩市

取手市 

常陸太田市

日立市

潮来市 
鹿嶋市

稲敷市

神栖市 

鉾田市

利根町 

大子町

つくばみらい市 

那珂市

行方市

桜川市

小美玉市 

城里町 

守谷市

●

大洗町

●

神栖市，潮来市，鉾田市ととも

に，鹿島市夜間小児救急診療所

へ費用負担実施 

 

鹿行南部地域夜間初期救急 

センター 

診療科：内科，外科，整形外科 

夜間（日）：19:00～22:00 

 

水戸市休日夜間緊急診療所 

 診療科：内科，小児科，外科，歯科 

(内科，小児科) 

夜間（毎日）：19:30～22:15  

(全て) 昼間（休日）：9:00～15:15 

ひたちなか市 

常陸大宮市

 

笠間市立病院 

診療科：内科 

夜間（月～金）：19:00～21:00 

昼間（日）：9:00～17:00 

 水戸市 

 

鹿嶋市夜間小児救急診療所 

 診療科：小児科 

 夜間（毎日）：20:00～23:00 

 

筑西市夜間休日一次救急診療所 

診療科：内科，小児科 

夜間（月～土）：19:00～21:00 

昼間（休日）  ：9:00～14:00 

 

下妻市夜間応急診療所 

 診療科：内科 

 夜間（土，休日）：19:00～7:00 

 

常総市休日夜間急患センター 

 診療科：内科 

 夜間（毎日）：17:00～8:30 

 昼間（土，休日）：8:30～17:00 

 ※第２・４土は 12:30～17:00 

 

取手北相馬休日夜間緊急診療所 

 診療科：内科，外科 

 夜間（土休日）：17:00～9:00 

 昼間（休日）：9:00～17:00     

 

日立市休日緊急診療所 

 診療科：内科，小児科 

 昼間（休日）： 9:00～16:00 

 

土浦市休日緊急診療所 

 診療科：内科，小児科 

（全て）  夜間（土，休日）：19:00～22:00 

（小児科）夜間(木金土，休日)：19:00～22:00 

昼間(休日)：9:00～16:00 

 

石岡市緊急診療 

（医師会病院へ委託） 

 診療科：内科，小児科 

 夜間（土，休日）：18:00～21:30 

 昼間（休日）：9:00～15:30 

 

ひたちなか市休日夜間診療所 

 診療科：内科，小児科，外科 

 夜間（土，休日）：19:00～21:30 

 昼間（休日）：9:00～15：30 

●

●

八千代町 

 茨城町

かすみがうら市 

常総市 

 

休日夜間急患センター･在宅当番医制 実施状況 
平成３１年４月１日 

● 休日夜間急患センター等 

休日夜間急患センター等対応地域 

（小児科のみ・定額負担のみの市町村は除く） 

在宅当番医制実施地域 

診療時間帯  大子町：毎日 24 時間 

その他：休日昼間 

  二重線の休日夜間急患センター等 

は，平日夜間の診療に対応。 

●●

●

●
●

●

●

●
つくばみらい市
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県医師会会員である医療機関に対し、在宅医療への取り組みについて、アンケート調査を行った。

○調査対象医療機関数　1,430機関（県医師会会員数）

○アンケート回答率　70％（回答があった医療機関：1,002機関）　［内訳：病院：119機関,診療所：883機関］

○調査日期　H30年12月

〇アンケート調査については，全ての診療科を対象としたものであり，集計についても全ての診療科をまとめて集計したもである。

1.在宅医療への取組状況

（1）在宅医療を実施している医療機関数

（2）在宅医療を実施している常勤医師数（年齢階層別）

（3）訪問診療を実施している時間帯（複数回答あり）

平成３０年度在宅医療に係るアンケート調査結果（暫定版）

2 

32 

68 

135 

190 

47 

10 
1 

50

100

150

200

~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~

在宅医療を実施している常勤医師数 

189 

209 

29 

0 50 100 150 200 250

診療時間内 

診療時間外 

その他 

訪問診療を実施している時間帯 

実施してい

る356機関 

(40.3%) 実施してい

ない 

527機関 

(59.7%) 

（ア）診療所（８８３） 

実施している機関 実施していない機関 

実施している 

48機関 

(40.3％） 
実施していない

71機関 

(59.7％） 

（イ）病院（１１９） 

実施している機関 実施していない機関 

50~69歳の医師が 

全体の67％を占める。 

その中で，６０～６９歳の医師の 

占める割合が58.5％を占める。 

18



（4）在宅患者宅までの所要時間

（5）訪問診療患者実数（H30.4.1～9.30）

31 

199 

65 

24 
5 

50

100

150

200

250

9以下 10～19 20～29 30～39 40以上 

在宅患者宅までの所要時間(分) 

147 

41 
22 16 12 

60 

0

50

100

150

200

1～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50以上 

訪問診療患者実数 

91％が 

30分圏内の患者となっている。 

その中でも，10~19分の時間帯が 

67％を占めている。 

10人以下が49％を占めている。 

一方，50人以上の患者を診ている

医療機関も20％をある。 
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2.在宅医療への取組状況

(1)今後の在宅医療（訪問診療及び往診）の必要性

必要性あり 必要性なし 無回答

735(73.4％） 187（18.7％） 80(7.9％）
患者や患者家族からの在宅医療

（訪問診療及び往診）の要望

 あった なかった 無回答

14(7.5%) 170(90.9%) 3(1.6%)

 あった なかった

557（76.0%） 176（24.0%）

(2)在宅医療を実施していない医療機関における今後の在宅医療の必要性

今後の在宅医療の必要性について

必要性あり 必要性なし 無回答

309（61.6%） 140（38.4%） 53(10.6％）

在宅医療の必要性が「あり」と回答した主な理由

在宅医療の必要性が「ない」と回答した主な理由

実施していない医療機関

502

・「在宅の必要性あり」と答えたのは，735件で全回答の約7割となり，医療機関側は在宅医療の必
要性を大きく感じている。 
・なお，患者や患者家族から在宅医療の要望が無かったと答えた医療機関（176）においても，「必
要性あり」と答えている。 

５０２の医療機関が「在宅医療を実施していない」と回答したももの，今後の在宅
医療の必要性については，約6割の医療機関（309）において，「在宅医療の必要
性あり」と回答しており，自院の実施状況に関わらずその必要性を感じている。 

・１人暮らし，老夫婦などで通院困難（交通手段なし）な方が多くなってきている。 

・継続して治療する必要があっても，交通の便や受診行動がとれないことによって，中断 

 してしまうケースがある。 

・かかりつけの患者が，通院できなくなった場合や，寝たきりになった場合には，最期 

 まで責任をもって見守りたいから。 

・慣れ親しんだ医師に看取ってもらいたいという患者がいる。 

・入院の必要はないが通院が困難な患者が増えている。 

・医療依存度が高くとも，在宅療養を希望される患者が増えている。 

・往診しか行っていないが，患者が受診できないことがわかった時は必要 

・医療機関に連れていくことが困難な例が多い。末期癌で病院から出された方などが典型例 

・施設入居者からの依頼が多い。 

・在宅医療のニーズがない。 

・開院して半年を経過したが、今後の必要性の判断は迷うところである。ただ，当院の診 

 療の性質上，訪問診療や往診のニーズに応えるのは難しいと思う。 

・患者・家族からの要望があれば必要と思うが，外来診療で一杯でとても手が回らない。 

 他院に紹介している。 

・急に具合が悪くなった時，往診できる医師がいると助かるが，当院訪問診療では対応 

 可能な医師が１人しかおらず，できないのが現状 

・在宅では家族の理解が得られない。 
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（別添様式）        外来医療計画の策定に係る意見聴取について（依頼） 

 

地域で不足する外来医療機能【取手・竜ケ崎医療圏】 

 

ア 現状と課題 

 

(ア)通院外来 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 ※記載願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○医療資源 

・病院・診療所の医師数は全国平均より少ない。 

[10 万人あたり医師数（病院/診療所）全国 158 人/80 人，茨城 120 人/57 人，取手・竜ケ崎 104 人/56 人] 

・病院数・診療所数は全国平均より少ない。 

[人口 10 万人あたり医療施設数（病院/診療所）全国７/77，茨城６/58，取手・竜ケ崎５/55] 

・診療時間外の外来医療を提供する病院数は全国平均とほぼ同じであるが，診療所数は全国平均より少ない。 

[人口 10 万人あたり時間外等外来施設数（病院/診療所）全国５/27，茨城５/19，取手・竜ケ崎４/19] 

  

○通院外来患者 

・病院における患者数は全国平均とほぼ同じであるが，診療所における患者数は全国平均より少ない。 

[人口10万人あたり通院外来患者延数（病院/診療所）全国24569人/74901人，茨城25590/61124，取手・竜ケ崎25826人/57769人] 

・診療所数あたりの患者数，診療所医師数あたりの患者数は全国平均とほぼ同じ。 

[診療所あたり通院外来患者延数 全国978人，茨城1062人，取手・竜ケ崎1058人] 

[診療所医師数あたり通院外来患者延数 全国934人，茨城1065人，取手・竜ケ崎1026人] 

 

○時間外等外来 

・病院において診療時間外に外来医療を受ける患者数は，全国平均よりわずかに多いが，診療所において時間外に外来医療を受け

る患者数は，全国平均の半数に満たない。 

[人口10万人あたり時間外等外来患者（病院/診療所）全国649人/772人，茨城648人/461人，取手・竜ケ崎749人/346人] 

・診療時間外に外来医療を提供する診療所あたりの患者数は，全国平均の６割程度と少ない。 

   [時間外等外来実施診療所数でみた時間外等外来患者延数 全国：29人，茨城25人，取手・竜ケ崎19人] 

・茨城県の診療時間外に外来医療を受ける患者のうち７割が初期救急医療（救急車によらず自力で来院する軽度の救急患者への 

診療時間外における外来医療）を受ける患者。 

[一日の救急患者数（推計値） 診療時間外に外来を受診0.7千人うち徒歩や自家用車等による来院0.5千人] 

 

○初期救急医療体制 

・取手北相馬休日夜間緊急診療所が開設。 

・龍ケ崎市，牛久市，稲敷市，阿見町，美浦村，河内町において，在宅当番医制を実施。 

・初期救急医療機関を受診する救急患者はやや増加。 

[（H25）16,944人→(H29)17,851人]  

・在宅当番医制の参加医師はやや減少。 

 [（H25）107人→(H30)106人] 
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（イ）在宅医療 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 ※記載願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 将来目指すべき姿 ※記載願います。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 方策 

（ア）初期救急医療 ※記載願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 在宅医療  ※記載願います。 

 

・在宅医療を支える主な医療機関等の施設数は，在宅療養後方支援病院 2 箇所，在宅療養支援病院（機能強化型）2 箇所，在宅療養

支援病院（従来型）5箇所，在宅療養支援診療所（機能強化型）10 箇所，在宅療養支援診療所（従来型）23 箇所，訪問看護事業所

28 箇所という状況である。 

・在宅医療の提供状況としては，龍ケ崎市所在の医療機関が市内及び近隣市町村に提供しており，一方，取手市・稲敷市・河内町は

県外所在の医療機関から提供を受けている。 

・人口 10 万人あたり訪問診療患者数は，全国平均(1,121 人)の約 4割(436 人)，県平均(660 人)の約 6割(436 人)である。往診患者数

は，全国平均（167 人）の約 3割（47 人），県平均(98 人)の約 5割（47 人）である。 

・訪問診療患者の対応割合は，全国平均及び県平均（病院：約 1 割，診療所：約 9 割）がほぼ同じ割合に対し，訪問診療患者は病院

の割合が約 2割，往診患者の割合は，全国平均及び県平均と同じである。 

・人口 10 万人あたり訪問診療医療施設数及び往診医療施設数は，全国平均(19 施設，18 施設)の約 6割(12 施設，11 施設)であるが，

県平均（11 施設，10 施設）とほぼ同じである。 

・実診療所数でみた 1 医療機関あたりの訪問診療患者数及び往診患者数は，全国平均(59 人，9 人)及び県平均(62 人，10 人)の約 6

割(36 人，5人)である。 

 

 

 

 

22



医療機器の共同利用について（案） 

 

１ 共同利用の方針 

  取手・竜ケ崎地域医療構想区域においては，次に掲げる医療機器を共同利用の対象と

し，医療機関が対象とする医療機器を購入する場合は，原則，医療機器の共同利用に係

る計画※（以下「共同利用計画」という。）を作成することとする。 

※ 共同利用については，画像診断が必要な患者を，医療機器を有する医療機関に対し

て患者情報とともに紹介する場合を含む。 

 

＜共同利用の対象とする医療機器＞ 

(1) CT（全てのマルチスライス CT 及びマルチスライス CT 以外の CT） 

 (2) MRI（1.5 テスラ未満，1.5 テスラ以上 3.0 テスラ未満及び 3.0 テスラ以上の MRI） 

 (3) PET（PET 及び PET-CT） 

 (4) 放射線治療（リニアック及びガンマーナイフ） 

 (5) マンモグラフィ 

 

２ 共同利用計画の記載事項 

・ 共同利用計画は，別添様式により作成する。 

 

３ 共同利用計画等の確認手順 

・ 作成した共同利用計画は，取手・竜ケ崎地域医療構想調整会議（以下「調整会議」

という。）において，確認を行うこととする。 

・ 共同利用計画の確認手順は，次のとおりとする。 

(1) 作成した共同利用計画は，医療機関が所在する構想区域を所管する保健所へ提出

する。 

(2) 共同利用計画の提出を受けた保健所は，共同利用計画書を調整会議に報告する。 

(3) 調整会議において，必要事項が記載されているか確認する。 

 

４ その他 

 ・ 共同利用を行わない場合は，その理由について，調整会議において確認する。 

・ 調整会議において確認した結果は，茨城県医療審議会に報告し，情報共有を図るも

のとする。 
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（別添様式） 

年 月 日 

 

医療機器の共同医療に係る計画 

 

１ 共同利用を行う医療機

関名  

 開設者名 

 

 所在地 
 

 連絡先 

 

２ 共同利用を行う医療機

器名  

３ 共同利用の相手方とな

る医療機関名  

 開設者名 
 

 所在地 
 

４ 共同利用の開始時期 
 

５ 保守，整備等の実施に

関する方針 

 

６ 画像情報及び画像診断

情報の提供に関する方針 

（画像撮影等検査機器の場合）  

７ 備考 

 

※ 医療機器の共同利用に係る計画は，共同利用の対象となる医療機器ごとに作成すること。 

※ 「３共同利用の相手方となる医療機関名」について，共同利用の相手方となる医療機関が決まって

いない場合は，「当院に対して共同利用の申し出があった医療機関」などと記載し，「７備考」に自院

において，共同利用の相手方となる医療機関を確保するための取組を記載すること。 
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医 政 第４４９号 

令和元年９月２５日 

 

 医療機関の開設者 殿 

 

茨城県保健福祉部医療局医療政策課長 

（公印省略） 

 

 地域医療構想に係る公立・公的医療機関等が担う医療機能の検証について 

 

 日ごろから本県の医療提供体制の確保に御理解，御協力いただきありがとうございます。 

さて，厚生労働省において，公立・公的医療機関等の診療実績のデータ分析を行い，再編統

合などによる検証が必要な医療機関を指定し公表することとなっておりましたが，昨日（９月

24日），厚生労働省から別添のとおり，指定されましたので，御連絡させていただくとともに，

データ分析の方法及び分析結果をお送りさせていただきます。 

 なお，医療機関名の公表は明日（９月 26日 14時 30分）を予定しており，公表に先だち本

日（９月 25日）10時以降にマスコミから貴院に対し取材の申し入れがある場合があるとのこ

となので予めご了承願います。 

 

○別添１ 厚生労働省の依頼文書 

○別添２ データ分析の結果 

※ 表の一番右端に●が付されている医療機関が「再編統合の必要性について特に

議論が必要な公立・公的医療機関等（再検証対象医療機関）」に該当する医療機関。 

○別添３ 分析の手法 

○別添４ 医療機関名の公表 
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※令和元年9月26日付の本表（平成29年度病床機能報告に基づく分析）は、今後、都道府県の確認を経て確定版とする。
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第 2 ４ 回 地 域 医 療 構 想 に 関 す る W G

令 和 元 年 9 月 2 6 日
（２０１９年）

参考

資料

1-2

06 山形県 0604:庄内 10629086 日本海総合病院 10地方独立行政法人 642 320 322 0 0 0 78% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0

07 福島県 0701:県北 10729003 綜合病院福島赤十字病院 11日赤 303 6 297 0 0 0 75% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● ● ● ● 4

07 福島県 0701:県北 10729019 済生会福島総合病院 12済生会 216 0 216 0 0 0 72% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ● ● 6 ●

07 福島県 0701:県北 10729051 済生会川俣病院 12済生会 90 0 45 0 45 0 82% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● 5 ●

07 福島県 0701:県北 10729057 一般財団法人大原綜合病院 25その他の法人 429 9 420 0 0 0 56% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3

07 福島県 0701:県北 10729147 公立藤田総合病院 9市町村 299 0 243 56 0 0 77% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● ● 5 ● ● ● ● ● 5

07 福島県 0701:県北 10729165 独立行政法人地域医療機能推進機構　二本松病院 6独立行政法人地域医療機能推進機構 160 0 160 0 0 0 53% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

07 福島県 0701:県北 10729207 北福島医療センター 19公益法人 226 0 143 83 0 0 71% ○ 3 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ● 5

07 福島県 0701:県北 10729060 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 10地方独立行政法人 596 596 0 0 0 0 69% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 2 ● 1

07 福島県 0702:県中 10729118
一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北

病院
25その他の法人 461 10 451 0 0 0 98% ○ 2 ○ ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● ● 2

07 福島県 0702:県中 10729152 三春町立三春病院 9市町村 86 0 46 40 0 0 72% ○ 2 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

07 福島県 0702:県中 10729053 公立岩瀬病院 9市町村 279 0 279 0 0 0 67% ○ 2 ○ ○ ● ● ● ● 4 ● ● ● ● ● ● 6 ●

07 福島県 0702:県中 10729134 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 19公益法人 305 0 305 0 0 0 81% ○ 2 ○ ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● ● ● 3

07 福島県 0703:県南 10729124 福島県厚生農業協同組合連合会塙厚生病院 14厚生連 179 0 120 59 0 0 69% ○ 4 ○ ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● 3

07 福島県 0703:県南 10729163 福島県厚生農業協同組合連合会　白河厚生総合病院 14厚生連 469 0 385 50 0 34 73% ○ 4 ○ ○ ○ ● ● 2 ● 1

07 福島県 0706:相双 10729036 公立相馬総合病院 9市町村 230 0 230 0 0 0 61% ○ 4 ○ ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ● 4

07 福島県 0706:相双 10729090 南相馬市立総合病院 9市町村 230 0 230 0 0 0 59% ○ 4 ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● 1

07 福島県 0706:相双 10729102 福島県厚生農業協同組合連合会鹿島厚生病院 14厚生連 80 0 40 0 40 0 90% ○ 4 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

07 福島県 0707:いわき 10729015 いわき市立総合磐城共立病院 9市町村 709 313 396 0 0 0 80% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0

07 福島県 0707:いわき 10729097 独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院 4独立行政法人労働者健康安全機構 406 0 331 43 32 0 61% ○ 3 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ● ● 5

07 福島県 0708:会津・南会津 10729006 竹田綜合病院 25その他の法人 693 46 587 60 0 0 74% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 2 0

07 福島県 0708:会津・南会津 10729136 福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院 14厚生連 108 0 58 0 50 0 43% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

07 福島県 0708:会津・南会津 10729162 福島県立宮下病院 8都道府県 32 0 32 0 0 0 38% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● 5

07 福島県 0708:会津・南会津 10729225 福島県立南会津病院 8都道府県 98 0 98 0 0 0 50% ○ 3 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ● 4

07 福島県 0708:会津・南会津 10729141 福島県厚生農業協同組合連合会坂下厚生総合病院 14厚生連 177 0 177 0 0 0 79% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

08 茨城県 0801:水戸 10829049 総合病院水戸協同病院 14厚生連 401 6 337 0 0 58 77% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 4

08 茨城県 0801:水戸 10829055 笠間市立病院 9市町村 30 0 30 0 0 0 68% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

08 茨城県 0801:水戸 10829067 水戸赤十字病院 11日赤 473 0 333 58 20 62 71% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 4

08 茨城県 0801:水戸 10829138 茨城県立中央病院 8都道府県 475 34 441 0 0 0 78% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● ● 2

08 茨城県 0801:水戸 10829191 小美玉市医療センター 9市町村 80 0 41 0 0 39 64% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

08 茨城県 0801:水戸 10829192 茨城県立こども病院 8都道府県 115 50 65 0 0 0 83% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ● 5

08 茨城県 0801:水戸 10829206 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 2独立行政法人国立病院機構 500 160 340 0 0 0 76% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● ● ● 3

08 茨城県 0801:水戸 10829229 国家公務員共済組合連合会水府病院 17共済組合及びその連合会 131 0 94 37 0 0 57% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

08 茨城県 0802:日立 10829018 県北医療センター高萩協同病院 14厚生連 220 0 165 55 0 0 49% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● 2
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※令和元年9月26日付の本表（平成29年度病床機能報告に基づく分析）は、今後、都道府県の確認を経て確定版とする。
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第 2 ４ 回 地 域 医 療 構 想 に 関 す る W G

令 和 元 年 9 月 2 6 日
（２０１９年）

参考

資料

1-2

08 茨城県 0802:日立 10829152 北茨城市民病院 9市町村 183 0 137 0 46 0 70% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ● 4

08 茨城県 0802:日立 10829262 株式会社日立製作所日立総合病院 24会社 503 24 479 0 0 0 85% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 3 ● ● 2

08 茨城県 0803:常陸太田・ひたちなか10829084 村立東海病院 9市町村 80 0 40 40 0 0 80% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

08 茨城県 0803:常陸太田・ひたちなか10829199 （株）日立製作所ひたちなか総合病院 24会社 300 20 230 50 0 0 93% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 4 ● ● 2

08 茨城県 0803:常陸太田・ひたちなか10829248 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 2独立行政法人国立病院機構 342 4 202 0 120 16 75% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● 5

08 茨城県 0804:鹿行 10829011 社会福祉法人恩賜財団済生会　神栖済生会病院 12済生会 179 0 93 0 0 86 67% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● 5

08 茨城県 0805:土浦 10829200 総合病院土浦協同病院 14厚生連 794 702 72 20 0 0 82% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0

08 茨城県 0805:土浦 10829237 独立行政法人国立病院機構霞ケ浦医療センター 2独立行政法人国立病院機構 250 0 212 38 0 0 78% ○ 3 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ● ● ● 6 ●

08 茨城県 0806:つくば 10829083 筑波大学附属病院 3国立大学法人 759 567 192 0 0 0 84% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 ● ● ● 3

08 茨城県 0806:つくば 10829221 筑波記念病院 20医療法人 487 8 327 52 100 0 85% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 4 ● ● ● ● ● 5

08 茨城県 0806:つくば 10829291 筑波メディカルセンター病院 19公益法人 450 60 390 0 0 0 84% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 2 ● ● ● 3

08 茨城県 0807:取手・竜ヶ崎 10829170 龍ケ崎済生会病院 12済生会 210 0 210 0 0 0 86% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ● ● 5

08 茨城県 0807:取手・竜ヶ崎 10829185 ＪＡとりで総合医療センター 14厚生連 406 0 361 45 0 0 91% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0

08 茨城県 0807:取手・竜ヶ崎 10829053 取手北相馬保健医療センター医師会病院 19公益法人 215 0 115 50 0 50 73% ○ 3 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ● 5

08 茨城県 0808:筑西・下妻 10829201 筑西市民病院 9市町村 173 0 173 0 0 0 20% ○ 3 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

08 茨城県 0808:筑西・下妻 10829077 県西総合病院 9市町村 299 0 253 0 46 0 29% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● 5

08 茨城県 0809:古河・坂東 10829111 友愛記念病院 23医療生協 325 0 286 39 0 0 72% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 5 ● ● ● ● 4

08 茨城県 0809:古河・坂東 10829173 古河赤十字病院 11日赤 198 0 148 50 0 0 74% ○ 3 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ● 5

08 茨城県 0809:古河・坂東 10829174 茨城西南医療センター病院 14厚生連 356 38 286 0 0 32 77% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0

09 栃木県 0901:県北 10929019 日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 11日赤 454 57 397 0 0 0 88% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ● 1

09 栃木県 0901:県北 10929071 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 9市町村 150 0 100 0 50 0 83% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● 4

09 栃木県 0902:県西 10929151 上都賀総合病院 14厚生連 302 139 163 0 0 0 77% ○ 4 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3

09 栃木県 0903:宇都宮 10929025 独立行政法人地域医療機能推進機構　うつのみや病院 6独立行政法人地域医療機能推進機構 245 0 147 46 0 52 76% ○ 2 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ● ● 6 ●

09 栃木県 0903:宇都宮 10929053 済生会宇都宮病院 12済生会 660 484 176 0 0 0 92% ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0

09 栃木県 0903:宇都宮 10929100 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 2独立行政法人国立病院機構 344 12 332 0 0 0 79% ○ 2 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 5 ● ● ● ● ● 5

09 栃木県 0903:宇都宮 10929134 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 2独立行政法人国立病院機構 350 0 130 60 150 10 78% ○ 2 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

09 栃木県 0903:宇都宮 10929161 栃木県立がんセンター 10地方独立行政法人 291 0 258 0 0 33 71% ○ 2 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● 5

09 栃木県 0904:県東 10929208 芳賀赤十字病院 11日赤 368 172 167 29 0 0 82% ○ 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 0

09 栃木県 0905:県南 10929023 自治医科大学附属病院 21私立学校法人 1,075 936 102 0 0 37 80% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 ● 1

09 栃木県 0905:県南 10929024 新小山市民病院 10地方独立行政法人 300 15 256 0 0 29 96% ○ 3 ○ ○ ● ● ● ● ● 5 ● 1

09 栃木県 0905:県南 10929046 とちぎメディカルセンターしもつが 25その他の法人 301 0 257 44 0 0 70% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● 3

09 栃木県 0905:県南 10929180 獨協医科大学病院 21私立学校法人 1,151 887 264 0 0 0 77% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 ● ● 2

09 栃木県 0906:両毛 10929081 佐野厚生農業協同組合連合会　佐野厚生総合病院 14厚生連 476 4 372 50 50 0 78% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ● ● 2 0

09 栃木県 0906:両毛 10929194 足利赤十字病院 11日赤 500 37 413 50 0 0 90% ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 0
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